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１ 学校安全

（１）学校安全の意義

● 生涯にわたって健康、安全で幸福な生活のために必要な資質を養い、心身

の調和的な発達を図ることは、学校教育の重要な目標となっている。

● 学校安全は、この目標に沿って児童生徒が自他の生命尊重を基盤として、

自ら安全に行動し、他の人や社会の安全に貢献できる資質や能力を育成する

とともに、児童生徒等の安全を確保するための環境を整えることをねらいと

している。
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１ 学校安全

（２）学校安全の領域と内容

● 学校安全の活動は、児童生徒等が自らの行動や社会の安全のために貢献で

きるようにすることなどを目指す「安全教育」と、児童生徒等を取り巻く環

境を安全に整えるということを目指す「安全管理」、そして両者の活動を円

滑に進めるための「組織活動」という３つの主要な活動から構成されている。

● 安全教育には、安全に関する基礎的・基本的な事項を系統的に理解し、思

考力・判断力を高めることによって安全について適切な意志決定ができるよ

うにすることをねらいとする「安全学習」の側面と、当面するあるいは近い

将来当面するであろう安全に関する問題を中心に取り上げ、安全の保持増進

に関するより実践的な能力や態度、さらには、望ましい習慣の形成を目指し

て行う「安全指導」の側面があり、相互の関連を図りながら、計画的、継続

的に行われるものである。
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１ 学校安全

● 安全管理は、事故の要因となる学校環境や児童生徒の学校生活等における行動

の危険を早期に発見し、それらを速やかに除去するとともに、万が一事故が発生

した場合には、適切な応急手当や安全措置ができるような体制を確立して、児童

生徒の安全の確保を図ることを目指して行われるもので、その内容は、基本的に

児童生徒の行動等に関わる「対人管理」と環境に関わる「対物管理」によって構

成される。

● 学校安全は、児童生徒の事故の実態等を踏まえ、防犯を含む生活一般の安全に

関する「生活安全」、交通事故の防止に関する「交通安全」、災害発生時の安全

に関する「災害安全」に大別して適切に推進することが大切である。

● 加えて、近年、スマートフォンやSNSの普及など、児童生徒を取り巻く環境の

変化や学校への犯罪予告やテロ、弾道ミサイル発射等の「新たな危機事象」への

対応が求められており、学校安全の在り方を柔軟に見直していく必要がある。
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（３）学校安全計画の作成

● 児童生徒の事件・事故災害はあらゆる場面において発生しうることから、

全ての教職員が学校安全の重要性を認識し、様々な取組を総合的に進める

ことが求められる。

● 学校保健安全法第27条で学校安全計画の策定・実施が規定されていおり、

教職員の共通理解の下で計画に基づく取組を進めていくことが重要である。
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（４）事故防止及び事故発生時の留意事項

● 各学校においては、「学校における危機管理の手引（改訂３版）～適切な学

校運営のために」（北海道教育委員会 平成31年２月）等を積極的に活用し、

学校保健安全法第29条で規定されている危険等発生時対処要領（危機管理マ

ニュアル）を作成する必要がある。

● 危機管理に関する校内研修や危機を想定した訓練などを行うなどして、日頃

から教職員の危機管理意識を高め、危機管理体制の確立を図ることが重要であ

り、次の点に留意して事故の防止や事故発生時の対応に努める必要がある。
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ア 日常生活の事故防止

● 休憩時間中の事故防止に関する指導

・各学校での休憩時間の安全な過ごし方については、保健学習や日常生活等の中で
指導を徹底するとともに、学級（ホームルーム）活動、児童（生徒）会活動など
の中で効果的に取り上げる。

● 活動場所と施設用具の安全管理

・常に施設用具等の安全点検を行い、危険な箇所の修理や危険物の除去に努める。
特に、階段の手すりの破損や壁の突起物、ガラスの破片など、事故の原因となる
ものについての点検・整備を行う。

・遊び場所等の広さと人数の関係に配慮し、学年・学級別に使用時間や区域を決め
て使用させることなどについて配慮する。

● 安全な行動についての指導

・児童生徒の粗暴な行動や、自己の能力の過信による行動あるいは、禁止区域での
遊び等については、十分注意すること。

・危険な行動が目立つ児童生徒に対しては、日常生活の中で適切な個別指導を行う
こと。



健康教育②

イ 体育活動時の事故防止

● 安全点検の励行

・体育活動等に使用する施設用具の安全点検と整備、使用後の用具の収
納や不要物の撤去等については、細心の注意を払い、確実に点検を行
う。

● 指導計画等の整備及び児童生徒の技能の程度や健康状態の把握

・体育活動の指導計画を作成する際には、児童生徒の運動経験や体力等
を十分考慮して、負担過重や危険度の高いものにならないよう配慮す
る。

・特に体育的な学校行事や対外運動競技に参加させる場合には、事前に
健康診断を受けさせるなど、健康状態を十分に把握すること。

● 体育活動中の指導体制

・体育活動は、必ず指導教員のもとに行うこととし、直接指導に当たる
ことができない場合は、適切な措置を講じて、事故防止に万全を期す
ようにすること。
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ウ 通学路の安全確保

● 通学路の安全点検

・通学路の安全性が恒常的に確保されるよう、教育委員会、道路管理者、警察等と連携
する。

・交通安全については、基本方針の策定及び策定した基本方針に基づく取組を継続して
推進するための推進体制の構築、合同点検の実施等を行う。

・防犯については、合同点検のほか、登下校防犯プランに基づく「地域の連携の場」の
構築、登下校時における防犯対策について意見交換を行うなど、通学路の安全確保に
向けた取組を推進し、安全確保を図るための対策を適切に行うこと。

● 交通安全教育の充実

・警察等の関係機関と連携した街頭啓発活動や、児童生徒自ら危険を予測し回避するこ
となどを目的とした体験的な活動を行う交通安全教育などを通じて、交通安全知識や
自転車乗車マナーを含めた交通ルールを習得させる。

・交通事故の被害者にも加害者にもならないよう、指導の徹底をするとともに、万が一
の事態を想定して、自転車保険への加入を推奨するなどの万全の備えを講じ、交通事
故防止に向けての意識の高揚を図る。

● 防犯意識の充実

・防犯の専門家の知見等も活用しつつ、安全マップの作成や、「子ども110番の家」の活
用、ロールプレイング方式等による防犯訓練の実施など、児童生徒に危険予測・回避
能力を身に付けさせる実践的な防犯教育につながる指導
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エ 災害発生時の安全確保

● 防災避難訓練

・防災避難訓練は、火災、地震、津波、火山活動、風水（雪）害及び原

子力災害等の発生に際して、適切に対処できるようにするために実施

するものであり、年間を通じて計画的に行う必要がある。

・訓練は、授業中だけを想定せず、休憩時間など児童生徒が分散してい

る場合や、放送設備が使用できない場合なども想定することが大切で

ある。

・防災啓発資料「学んDE防災」や「安全教育実践事例集」等を参考に、

学校や地域の状況や児童生徒の発達の段階に応じて、自然災害等の危

険に際して、児童生徒が自らのいのちを守り抜くための「主体的に行

動する態度」や災害後の生活や復旧等の「支援者となる意識」を身に

付けさせる取組を進める必要がある。
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● 災害の発生に備えた安全管理

・危機管理マニュアルの点検・見直しを行うほか、避難経路や防災設備

等の周辺に障害物を置かないこと、避難器具の点検、設備や器具等の

点検や落下防止の対策を行うこと、関連機関との連絡体制・連絡機能

を確保することなどについて十分配慮する必要がある。

● 災害発生時の対応

・安全措置では、児童生徒の安全を最優先しつつ、教職員自らの安全も

確保することが重要であり、教職員は、避難方法に習熟し、災害発生

時には、冷静かつ的確に指示を行うことが求められる。

・防災体制の役割分担、消火器等防災設備の配置や使用法、避難方法や

避難場所、非常持ち出し物など、体制の整備及び対処法について教職

員の共通理解を図っておく必要がある。
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オ 急病人や負傷者の取扱い

● 取扱い上の留意点

学校では、予期しない病人や負傷者などが出る場合があるので、日頃か

ら救急体制を整え、事故等が発生する場合を予測して万全の対策を立てて

おくことが必要である。また、事故発生は校内に限らず、時と場所を問わ

ないものであり、臨機応変に措置することも必要である。

・病人が出た場合は、顔色などの状態を観察し、必要に応じ保健室で養護

教諭の救急処置を受けさせ、養護教諭から救急処置の概要や注意事項等

を確認する。指導教員が学級（ホームルーム）担任以外のときは、学級

（ホームルーム）担任に連絡をする。

・病人を病院に運ぶ場合は、校長等に連絡するほか、保護者にも連絡をす

る。保健室で救急処置をした場合、症状や救急処置の内容を保護者に連

絡する。

・負傷者の場合も、病人の発生の場合に準ずるが、頭部や腹部を強打して

いるなどの場合は、むやみに動かすと危険なこともあるので、的確な判

断が必要である。
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・登下校時や学校行事等における交通事故の場合は、負傷の程度に関わ

らず、まず病院へ搬送して受診させ、事故の状況によっては、関係機

関に通報する。

学校における傷病の中には、すり傷などの軽微なものから、救急車を要
請しなければならない重大なものまであり、全教職員が平素からAEDを
使用した心肺蘇生法を含む応急手当の知識や技能を習得しておく必要が
ある。

緊急の場合の連絡体制を整備するとともに、その手順などについても教職
員に周知しておくほか、事故発生時に教師が学級（ホームルーム）を離れ
る場合、残された児童生徒への配慮が必要である。
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（５）事件・事故・災害等発生時の心のケアについて

● 事件・事故・災害等の発生による児童生徒の生活環境の変化は、児童生徒

の心身の健康に様々な問題を生じさせることから、学校においては、家庭や

専門機関と連携し、児童生徒の心身の健康問題を把握するとともに、問題の

内容によっては、心のケアをする必要がある。

● そのため、教師として日頃から児童生徒の心身の発育や発達について十

分研修し、心の健康問題を理解するとともに、発達の段階に応じた心のケア

ができるよう備えておくことが大切である。

● 児童生徒が事件・事故・災害等の危機に遭遇した際、心が癒やされて危

機を乗り越えていけるのは、平常時の人間関係の中での励ましや信頼関係が

十分に培われているかどうかにかかっていることから、日頃から児童生徒等

の言動や行動を把握することはもとより、その内面にある不安や緊張にも気

を付けて心の変化を把握しておくことが大切である。

● また、事件・事故・災害等発生時の心のケアは、できるだけ早い段階に

適切な対応をすることが大切なため、事件・事故・災害等発生後に起こる児

童生徒等の心身の健康への影響について教職員が十分理解しておくことが重

要である。
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２ 学校給食

（１）学校における食育の必要性

● 食生活を取り巻く社会環境の変化などに伴い、栄養摂取の偏りや朝食欠食な

どの食習慣の乱れ等に起因する肥満や生活習慣病、食物アレルギー等の健康課

題が見られるほか、食品の安全性の確保や食料自給率の向上、食品ロスの削減

等の食に関わる課題が顕在化している。

● こうした課題に適切に対応するため、児童生徒が食に関する正しい知識と望

ましい食習慣を身に付けることができるよう食育を推進することが求められて

いる。



健康教育②

２ 学校給食

（２）学習指導要領における食育の位置付け

● 「学校における食育の推進」は、平成29年に告示された小学校、中学校、

特別支援学校小・中学部の学習指導要領総則、平成30年に告示された高等学

校学習指導要領総則及び平成31年に告示された特別支援学校高等部学習指導

要領総則に位置付けられている。

第１章 総則 第１小学校（中学校）教育の基本と教育課程の役割
２(3)学校における体育・健康に関する指導を、児童（生徒）の発達の段階を考慮して、学校

の教育活動全体を通じて適切に行うことにより、健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実
現を目指した教育の充実に努めること。特に、学校における食育の推進並びに体力の向上に関す
る指導、安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については、体育科（保健体
育科）、家庭科（技術・家庭科）及び特別活動の時間はもとより、各教科、道徳科＜、外国語活
動＞及び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること
。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切
な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための
基礎が培われるよう配慮する。
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２ 学校給食

（３）食に関する指導

● 食に関する指導は、「各教科等における食に関する指導」、「給食の時間に

おける食に関する指導」、「個別的な相談指導」の三つに体系化され、教育活動

全体を通じて効果的に取り組むことが重要である。

● 食に関する指導の目標は、中教審答申の「現代的な諸課題に対応して求めら

れる資質・ 能力」の中で「健康・安全・食に関する資質・能力」に整理された

食に関する資質・能力の考え方を踏まえ、平成31年３月に改訂した「食に関す

る指導の手引-第二次改訂版-」に示されている。

● これまで文部科学省から示されていた６つの「食に関する指導の目標」は「食

育の視点」として上記目標における脂質・能力の３つの柱に盛り込まれている。



健康教育②

２ 学校給食
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２ 学校給食

（４）食に関する指導の全体計画

● 学校において、児童生徒の食に関する資質・能力の育成を目指すためには、食

に関する指導を学校の教育活動全体で取り組むことが必要であり、それぞれの教

科等における食に関連する内容や関連性を明かにした上で、教科等横断的な視点

に立った学習の充実が求められている。

● また、家庭、地域と連携・協働し、日常生活において適切な食生活の実践を

促す必要がある。

● そのため、学校全体として、児童生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、

学校教育目標を実現する観点から食に関する指導の目標を設定し、食に関する内

容について必要な教育内容等を教科等横断的視点で組み立て、「いつ」、「誰

が」、「どのように」行うのかを明確にする必要がある。

● 全教職員で組織的に実施できる体制を構築するとともに、その実施状況を評

価し、改善を図ることが大切である。
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２ 学校給食

● 家庭、地域と連携し、学校全体で食育を組織的、計画的に推進するための計

画が「食に関する指導の全体計画（以下「全体計画」）」である。

● 学習指導要領総則には、各学校の教育課程の編成及び実施に当たり、全体計

画等と関連付けながら効果的な指導が行われるよう留意することが示されてい

る。

※参照：「食に関する指導の手引－第二次改訂版－」（平成31年３月文部科学省）P42～49 具体的な全体計画のイメージ

（５）地場産物の活用

● 地場産物の活用については、学校給食に地域の産物を活用することによって地

域の食文化や産業、生産、流通、消費など食料事情等について理解することがで

きるようにする。
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２ 学校給食

（６）学校給食

● 学校給食は、学校給食法に基づき実施され、成長期にある児童生徒の心身の健

全な発達に資するものであり、児童生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力

を養う上で重要な役割を果たすものである。
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（７）給食の時間における食に関する指導

● 給食の時間に行われる指導は「給食指導」と「食に関する指導」に分けること

ができる。

● 給食指導は、学級担任等が主に担うが、運営や指導方法は栄養教諭と連携し、

学校全体で統一した取組を行うことが大切である。

● 食に関する指導は学校給食が教材として活用されるよう、栄養教諭が献立のね

らいを明確にした献立計画を学級担任等に示し、献立に使用している食品の栄養

素や産地、食文化等の資料提供を行うほか、栄養教諭による直接的な指導等、連

携をとって進めることが大切である。
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ア 準備

● 学級担任等は、栄養教諭の専門的視点からの情報などを活用し、衛生的な配膳

や異物混入防止など給食指導における衛生管理に係る指導の充実を図ることが大

切です。

(ｱ) 児童生徒の健康状態の把握、衛生指導

・ノロウイルスなどに感染した給食当番の児童生徒が配膳をした学校給食が原

因となって感染が拡大することがある。

・学級担任は学校給食を介した感染症や食中毒の予防のために給食当番の児童

生徒について次の項目について記録するよう「学校給食衛生管理基準」に示

されている。
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(ｲ) 環境整備

・窓を開けて、教室の空気を入れ換え、ゴミが落ちていたら拾い、みんなで楽

しく気持ちのよい食事環境を整えることが大切である。

・配膳台や学習で使用した机は、清潔なふきんで水拭きしたり、アルコール消

毒を行ったりするなどして、安全・衛生に留意した食事の準備をすることが

大切である。
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(ｳ) 児童生徒の栄養管理に基づいた配膳

・学校給食の栄養管理は「学校給食実施基準」（学校給食法第８条）の中に示

されている「学校給食摂取基準」に基づいて行われている。

・「学校給食摂取基準」は、児童生徒の健康の増進及び食育の推進を図るため

に望ましい栄養量を算出したものである。
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● 栄養教諭は「学校給食摂取基準」に基づいた献立作成や、食事状況調査や残食

調査などによる状況把握の実施により適切な栄養管理を行い、栄養管理の内容を

指導に生かすことができるよう配慮する必要がある。

● 学級担任等は、栄養教諭と連携を図りながら、献立のねらい、栄養管理の状

況を理解した上で給食の盛り付け等の配膳指導を行い、全体及び個別指導を行う。

指導した結果等については、栄養教諭にフィードバックし、計画改善に生かす。
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【個に応じた指導のポイント】

○ 児童生徒の体格や活動量、健康状態は様々であり、給食の時間の指導は、
集団を基本としながら、一人一人の児童生徒の特性を考慮し、その指導が画
一的なものとはならないよう配慮する必要がある。

○ 給食の時間の指導において残食、食事マナー、食事環境の整備等の課題が
考えられる。学級担任は、栄養教諭等の協力を得て、残食の状況や正しい食
事マナーに関する情報をもとに、連携した指導を行うことでより一層の教育
効果が期待できる。栄養教諭等から学級担任への指導資料等の情報提供が有
効である。

○ 例えば、食事の量、食べる速度、嗜好等について個別に把握し、指導の必
要がある場合は、少しずつ根気強く改善に向けた対応や指導を保護者の理解
と協力を得るとともに、学級担任と栄養教諭等が連携・協力を図る必要があ
る。
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・こぼした物を

片付け、よご

れた時は拭き

取る。

・配膳台をきれ

いにする。

・食器の中に、食べ物の残りが

付いていないように、気を付

ける。

・食べ残した

ものは、給

食のきまり

を守って、

食缶等に戻す。

（イラスト食に関する指導の手引-第一次改訂版- P216使用）

ウ 後片付け
後片付けは、「ごちそうさま」をしてから、みんなで協力して、安全に能率的に行う。

【食に関する指導と関連している主な教科等】
教 科：社会科、理科、生活科、家庭科、技術・家庭科、体育科、保健体育科など
特別な教科：道徳、総合的な学習の時間、特別活動

（食に関する指導の手引-第二次改訂版- P74参照）

(８) 各教科等における食に関する指導
各教科等では、それぞれの特質に応じた見方・考え方を働かせ、三つの柱に沿った資質・能力の育成

を目指し目標を示しています。関連する教科等において食に関する指導を行うことで、食育の充実につ
なげることのみならず、当該教科の目標がよりよく達成されることを目指します。

教科等にはそれぞれ目標や内容があります。そのために、それらと食に関する指導の目標や内容とが
必ずしも一致しない場合があり、教科等における指導の目標が曖昧になってしまうことがある。ここで
は、児童生徒に当該教科等の目標や内容を身に付けさせ目標がよりよく達成されることを第一義的に考
え、その実現の過程に「食育の視点」を位置付け、意図的に指導することが重要です。
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(9) 個別的な相談指導
学校では、偏食のある児童生徒、肥満・やせ傾向にある児童生徒、食物

アレルギーを有する児童生徒、スポーツをしている児童生徒、食行動に問
題を抱える児童生徒を対象とした個別的な相談指導が想定されます。

栄養教諭は、食に関する健康課題を有する児童生徒に対して、関係する
教職員が共通理解を図り、保護者と連携して、個別的な相談指導を行いま
す。その際、対象となる個人の身体状況、栄養状態や食生活などを総合的
に評価・判定し、家庭や地域の背景、児童生徒の食に関する知識・理解度
等を考慮して指導に当たるようにするとともに、教育相談室や余裕教室を
利用するなど、個別相談にふさわしい環境で行います。

全教職員が個別相談指導の方針について理解した上で、学級担任、養護
教諭、スクールカウンセラー、学校医、保護者等が連携を図り、指導に当
たることが重要です。

（食に関する指導の手引-第二次改訂版- P234～251及び栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育P15～16参照）
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≪家庭への働きかけ≫
児童生徒が食に関する学習課題を探求する過程で、自分の考えを深めたり、まとめたりる
ためには、学習課題を家庭で調べる、振り返る、実践できるような具体的な手立てを講じる
必要があります。
家庭の協力を得る方法として、授業で学んだことをまとめた学習ノートやワークシートを

活用し、学習内容を家庭に伝えるとともに、家庭で実践したことを学校で確認できるように
します。
≪家庭への啓発活動＞
家庭では、食に関する情報に基づいて判断したり、振り返ったりすることにより、家庭の

食生活をよりよくしようとする意識を高めることが大切です。
(例)
参観日における食に関する指導の授業を実施、親子に正しい食事の在り方などを啓発し、親
子のコミュニケーションが図られるように計画した親子料理教室の開催、家庭において食に
関する話題を促進するための食育参観日を実施、家庭で課題意識を高めるための「食生活習
慣の見直し」に関する親子参加の講演会の実施

（食に関する指導の手引-第二次改訂版- P26～28参照
）

(10) 家庭との連携
学校における食に関する指導の充実と合わせて、家庭での食に関する取組が

なされることにより、児童生徒の食に関する理解が深まり、望ましい食習慣の
形成が図られることから、学校から家庭への働きかけや啓発活動等を積極的に
行うことが大切です
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(11) 地域との連携
学校における食に関する指導を充実するためには、校区や近隣の

人材や機関にとどまらず、広く地域と連携していくことが必要です。
連絡先は、学校独自で人材や機関を開発するだけでなく、学校運営
協議会や地域学校協働本部のネットワークとも関連させて充実して
いくことが大切です。

（食に関する指導の手引-第二次改訂版- P28～30参照）
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参考資料

【STOPSNS    Troubleポータルサイト】 【学校給食に係る事故防止の徹底について】

○学校給食に係る事故防
止の徹底について
（通知）

健康教育②

【学校におけるアレルギー対応】

○学校におけるアレル
ギー疾患対策



51

参考資料

体育・保健体育授業の

改善・充実に向けた取組の方向性

体育・保健体育授業以外の

組織的な取組の充実に向けた方向性
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参考資料

【体育活動中の事故防止等について】

○学校における体育活動
中の事故防止等につい
て

【学校における熱中症対策】

○学校における熱中症
対策
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参考資料

【学校保健組織活動の活性化について】

○学校保健組織活動の
活性化について

【薬物乱用防止教育リーフレット】

○薬物乱用防止教育
リーフレット

健康教育②


